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人権感覚を磨くために～ある日の職員研修から～

「ネットいじめは人権侵害」
このタイトルは、子供たちの情報モラル教育のための資料として提供された資料の

タイトルです。また先日、盗撮された画像がＳＮＳにアップされ、不特定多数のユー
ザーに拡散され、その結果、個人が特定されてしまったというものです。この事例か
らも、もう一度ＳＮＳに不用意にあげることがどのような結果に結びついてしまうの
か想像して考えておく必要があります。子供が勝手にやってしまったこ
とではすまされません。家庭における教育・子育てに関する法律の規定
（教育基本法の家庭教育第10条）では、父母その他の保護者は、子の教
育について第一義的責任を有するものであって生活のために必要な習慣
を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達
を図るよう努めるものとする」とあります。もう一度情報モラルの家庭のルールにつ
いて確認すると共に事件事故に巻き込まれないよう未然防止に心がけていきましょう。


